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本国,私 が頂いておりますテーマは,「 看護基礎教

育における臨床実習」について, ということです。こ

のテーマは考え方によっては膨大な内容を含むもので

すが,敢 えて視点を定めなかったのは, このテーマを

全体的に捉えてそこに潜む諸々のことをどのように関

係づけるのか,そ の点を整理する必要があるように思っ

たからです。

看護基礎教育と臨床実習との関係を考えるには,ま

ず看護基礎教育とは何かを明確にし,そ の中で,あ る

意味で教育の方法でもある臨床実習の位置づけをし,

それを具体化する方法を考える必要があると思います。

しかし実際には,「 看護基礎教育」の意味の捉え方,

そこにおける教育目標の設定の仕方,臨 床実習との関

係,実 習の指導体制,指 導方法等はさまざまで,臨 床

実習の進め方に関する問題は山積 しているように思わ

れます。

20数年振りで,保 健婦助産婦看護婦学校養成所指定

規則が改正されましたが,そ の内容は1967年に改正さ

れた旧カリキュラムの本質を強化するための,い くつ

かの修正にとどまりました。それは, 旧カリキュラム

の理念が,包 括医療ないし総合看護をめざし,ゆ るぎ

ない看護の理念が根底を貫くものとしてあったからだ

と思います。その意味を大切にして,臨 床実習を進め

る際の問題点を解決し,効 果的に看護教育の目標を達

成するにはどのようにしたらよいか, ということを中

心にしながら話を進めていきたいと思います。

看護基礎教育の目標 と臨床実習の関係

最初に,「 看護基礎教育」の意味および看護基礎教

育の目標と臨床実習の関係を整理 しておきたいと思い

ます。

私達は, 4年 制の大学の学士課程,短 期大学,専 門

学校の 3年課程 。2年課程における教育を,一 般に,
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「看護基礎教育」と呼んでいます。なぜ 「基礎」とい

う用語を入れているので しょうか。 これは,卒 後教

育,す なわち,大 学院の修士課程および博士課程の

“
pOstgraduate course "に文寸リトる

“
undergradu―

ate course"つまり,学 士課程の教育を指 して,
“
基礎

"という用語を付しているのだと思います。

しかし,わ が国では,そ の 「看護基礎教育」の範疇

には多様な課程が含まれています。 4年生の看護大学

では,わ が国の資格制度による資格取得につながる教

育課程の,保 健婦 ・助産婦 ・看護婦教育を含めていた

り,保 健婦 ・看護婦の受験資格を同時に取得できるよ

うな教育課程であったりします。その他の短期大学お

よび専門学校では,看 護婦の資格取得につながる教育

を行い,保 健婦 ・助産婦の受験資格を得るための教育

課程は専攻科ないし別課程として考えられています。

このように資格取得面から 「看護基礎教育」を考える

と混乱 しますし,看 護の内容は資格によって変わって

くるものでもありませんので, この “
基礎

"は
,

“
pOstgraduate course "に力lする

“
undergradu―

ate course"としての基礎であり, また,総 合看護

の理念に基づく看護実践の“
基礎

"と
して捉えておく

必要があると思います。

それは米国の看護婦協会が 「看護とは,現 にある,

あるいはこれから起こるであろう健康問題に対する人

間の反応を診断し,か つそれに対処することである」

としていることや, ICNが 会員協会代表者会議で

「看護教育課程は, リーダーシップをとり意思決定を

する看護婦の養成に重要な役割を担う」としているこ

となどからも考えられるように,そ れはとりもなおさ

ず,場 の違い,わ が国で定められている資格に基づく

役割の違いを越えて,健 康問題と取り組むことが,看

護の本質を貫くことにつながり, このセンスを身に付

けることが,総 合看護の基礎となり,同 時に看護基礎
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教育の最終的な目標となるからです。その看護基礎教    表 1

育と臨床実習との関係はどうでしょうか。

いうまでもないことと思いますが,看 護教育の目標

は,看 護の場における看護実践力の育成といってよい

と思います。言い換えれば,看 護基礎教育の目標は,

あらゆる対象に,あ らゆる場で,看 護を実践できる能

力を身につけることである,と いうことになるのでしょ

う。その意味で,実 際に看護の対象と向かい合う臨床

実習は,臨 床実習開始前に,学 んだ内容を看護の場で

生かし,か つ統合していく学習のプロセスともいえま

す。すなわち,臨 床実習は,既 習内容の意味や活用の

仕方を考え,多 様な人間像に気づき,ま た多様な看護

技術の必要性を体験を通して感じとりながら,実 践力

を高め,か つ自己成長していく過程なのです。したがっ

て,臨 床実習は,そ の過程で得られる学習の成果に基

づいて教育目標の到達状況を判定する重要な学習の過

程といえます。その意味でも,看 護教育に携わってい

る者は,だ れもが臨床実習の重要性を認識しているこ

とだろうと思います。

では,い わゆる看護の “
基礎

"と
しての看護基礎教

育における教育目標の到達 レベルはどのように設定す

ればよいのでしょうか。臨床実習での指導に何らかの

形で関わっている専門学校の専任教員を含めた臨床指

導者の,看 護実践面での看護基礎教育における教育目

標に関する考え方をみてみましょう。

この結果は,九 州,近 畿地区における専任教員 ・臨

床指導者を対象とした調査で得たものですが意見は分

かれます。最も多いのが,「 臨床 (地域を含む)で 必

要な看護のうち, 日常生活面および治療面の援助で頻

度の高い内容については,確 実な実践力を期待したい」

という考え方をもっている人の51.9%で,全 体の約半

数を占めています。次は,「 臨床 (地域を含む)で 必

要な看護のうち, 日常生活面を中心とした援助ができ

ればよい」とする考え方で20.1%あり,「 臨床で必要

な基礎的知識があれば,実 践力は期待しない」とする

考え方も15.2%あります。一方,高 度な内容を期待す

る 「高度医療ないし専門領域に関する知識 ・技術を含

む」という考え方も約 1割を占めています (表1)。

この結果をみる限り,地 区による違い,専 任教員と臨

床指導者による違いも殆どありませんでした。

このように,教 育目標の置き方に差があるのは,達

成可能性を重視した人と,い わゆる期待値で答えた人

指導者による看護基礎教育の教育目標

n=468(%)

臨床で必要な基礎的知識があれば,実

践力は期待しない

臨床で必要な看護のうち, 日常生活面
を中心とした援助ができればよい

臨床で必要な看護のうち, 日常面およ

び治療面の援助で,頻 度の高い内容に
ついては,確 実な実践力を期待 したい

高度医療ないし専門領域に関する知識 ・

技術も含む

その他

71(152)

94(201)

243(519)

57(122)

3(06)

・指導者 :専任教員と臨床指導者を含む
。1992年3月調査 (九州,近 畿地区)

との差があるのかも知れませんが,い ずれにしても,

看護が人間を対象として,個 々の対象を理解した上で

実践することが必要なこと,あ るいは医療の現場には

人間関係を初めとして様々な状況判断が必要なことな

どから,限 られた期間における教育が大変難しいとい

うことを反映しているようにも思えます。さらに,不

器用さなどが問題にされる現在の学習者のレディネス

も関係しているかも知れません。

しかし, この結果からみると, 日々の教育の中で,

少なくとも 「臨床 (地域を含む)で 必要な看護のうち,

日常生活面および治療面の援助で,頻 度の高い内容に

ついては,確 実な実践力を期待したい」という願いを

込めて,大 方の看護教育者が努力をされていることが

うかがえます。現在では,治 療をしながら社会復帰す

るケースを増やすこと,在 宅酸素療法や臨死患者の帰

宅などが進められております。このような現状は, ま

さに総合看護の本質につながってくる医療の在り方で

あるわけです。その意味で, これからの看護教育では,

日常生活および治療面の援助で頻度の高い内容につい

ては,少 なくともプライマリーケアができるように教

育していかなければ,現 場では対応できないと思いま

す。その点からも, 日常生活面および治療面の援助に

関する内容を含めて教育目標を設定することは必須だ

と思います。

しかし, 日常生活面および治療面の援助で頻度の高

いものだけとは言っても, その内容は膨大なものです。
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総合看護の理念に基づけば,健 康増進 ・維持,急 性期

からの回復,慢 性状態の維持に関して,家 庭,地 域社

会,医 療関係施設等における活動能力を身につける必

要があります。

その実践内容に関しては,一 般に私達は,年 齢的背

景をもつ個人を身体的 ・精神的 ・社会的側面から全人

的に捉え,身 体面はもちろん,情 緒,認 識,社 会及び

文化的背景を考慮し, しかもその背後には,家 族があ

ること,個 人が属する集団があることなどを意識しな

がら,看 護を実践するようにと言います。しかし, こ

のことは膨大な情報を収集して必要なケアを選択 し,

かつ,そ の情報を当面の必要なケアのそれぞれに反映

させ,適 切な方法を選択 して, さらに円滑な実践力が

求められていることを意味しているのです。いうのは

簡単ですが,そ れを反映させた看護をするのは大変な

ことです。それが素人と異なるプロの看護といわれる

所以なのかも知れません…………。

「看護行為」の構造化の必要性

ちなみに,臨 床における学習過程を考えるために,

看護ケアに必要な内容を項目的に整理してみましょう。

まず,看 護職者が,専 門技術として誰にでも使えるレ

ベルで身につけていなければならない 「看護技術」の

学習があります。いわゆる, プロがもつ,看 護の道具

としての 「看護技術」です。

その一つに, 日常生活の維持に必要な 「看護技術」

がありますが,そ の内容には,身 体面 ・精神面,健 康

の維持 ・増進面に関する全ての技術が含まれ,な おか

つ人の誕生から死への関わりもあります。その他,特

定の訴え 。症状に対する看護技術,治 療 ・処置 。検査

時の看護技術,教 育 。相談技術などもあります。その

一つ一つの 「看護技術」の構造を見ると,一 つの技術

を行うには,そ れぞれにおいて,そ れに必要な認知領

域,い わゆる知識,関 係把握能力,実 施テクニックと

しての精神運動領域,実 施過程における配慮,い わゆ

る態度面の内容と技術を発展させるための問題意識な

どの情意領域の内容が必要になります。 しかもこれら

の内容は,い わゆる実施手順ではなく,理 論的根拠を

持ったテクニックの中に,配 慮面が組み込まれた形の

ものでなければなりません。これらの学習は,一般に,

基礎看護学の中で,多 くが学校で臨床実習開始前に行っ

ているものです。

しかし, このレベルだけの学習では,現 場における

看護はできませんので, いわゆる臨床 (地域も含めて)

で,人 を対象とした体験を通した学習が必要になるわ

けです。看護の場で, クライエントないし患者に看護

を行うには, それぞれの個別的特徴を知り, それらを

前述の 「看護技術」に統合し,「 看護行為」を創造し

て実践することになるからです。これを 「看護技術」

を基にして考えると,現 場で行う 「看護行為」は,図

1に示すような構造になっております。

図 1 看 護行為の構造

これは, クライエントないし患者に対して行う 「看

護行為」が,看 護職者が専門技術として身に付けてお

く必要のある,図 1の 左側の 「看護技術」を右側の

「患者の個別的特徴」を考慮して行 うことによって成

り立ち,そ の過程には,そ れを統合するプロセスに必

要な内容があると言うことを示しているものです。こ

こには場の条件を加えております。単純にいわゆる場

の条件,例 えば,医 療施設内,家 庭,地 域といったも

のと,学 生が学校で学んだ内容と臨床における実態と

は違うと言うことがありますが,そ の点に関する内容

が含まれています。たとえば,学 校で全身清拭を行う

際には,綿 毛布を用いますが,綿 毛布を準備 している

病院は数少ないことや,清 拭に用いるベースンが,い

つの間にか, ポリバケツに替わっていることなどを指

しています。臨床における教育の過程では,「 看護技

術」に個別性と場における実情を加味する方法を指導

するなかで,本 質を提えさせるようにしなければなり

ません。

このうち,「 クライエントないし患者の個別的憫

としては,成 長 ・発達段階的特徴,身 体的特徴,認 識

面の特徴,情 緒的特徴,生 活上の背景,健 康上の背景

看護基礎教育と臨床実習

看護行為

患者の個別的特徴

十

場の条件

統合力

関連事項の調整
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などの情報が必要であり,「 看護技術」にこれらの個

別的特徴を統合する過程においては,「 統合力 ・関連

内容」として,看 護過程の展開技術,看 護観,関 係者

との協調性,教 育技術,論 理性 ・推理力,興 味・関りら

感受性などが関連してきます。看護職者が行う看護の

一つひとつには,当 面必要な看護ケアを中心に,そ れ

と関連する健康の維持 ・増進, 自立に向けた援助をす

るわけですから, これまで述べてきた内容がすべて関

連 してくることになります。

このように,一 つの看護ケアに執着するのは,看 護

は一つひとつの場面におけるケアの連続によって成り

立つということを前提にしているからです。看護は目

標はあっても一日の看護,一 週間の看護というように,

まとめて行うものではないものですから,一 つのケア

が中心となるわけです。そのケアを通して,生 命の消

耗を防ぎ,安 全と安楽を保証しているのが看護だと考

えるからです。

前にも述べましたが,看 護基礎教育の目標を 「日常

生活面および治療面の援助で頻度の高いものだけを期

待する」と設定したとしても,そ の看護を実践するに

は, このような膨大な内容を組み立てる必要がありま

す。臨床実習では,ケ ースに必要な看護の選択と,そ

の看護の実践に関する学習をすることになりますから,

これまで図 1を もとに説明した内容を統合して,個 人

にあった看護を創造し,実 践し,そ の評価をしながら,

統合力,判 断力,実 践力などを身に付けていくことが

求められます。

しかし, これらを一度に学習することは不可能です

し,限 られた期間にすべてを学習することは大変難 し

いことですから,内 容を簡素化すると同時に,少 ない

学習量で,多 面的なアプローチができるように整理し

て,教 授一学習のプロセスを作っていく方法を考えな

ければならないことになります。

看護基礎教育の学習過程 と臨床実習

看護基礎教育において学ぶ,い わゆる一般教育科目

に該当する基礎科目,専 門基礎科目には, 自己成長に

つながる内容も数多くありますが,そ れらの内容は一

方では,看 護の基礎となっているのです。それは看護

が対人関係で成り立つものであり,対 象を理解するに

は自己理解ないし自己成長が必要だからです。その意

味で,看 護基礎教育における学習は,対 人関係を通し

て学ぶ臨床実習を行う学習を頂点として,学 習の過程

が作られると言っても過言ではないと思います。

実際の看護基礎教育は,一 般に,伝 統的な教科カリ

キュラム型で設定されている授業科目を,教 育意図,

教育環境を考慮にいれて配列された教育計画にしたがっ

て進められておりますが,一 方では,看 護実践に必要

な学習内容を分析しながら,そ の時点時点において必

要な学習を行い目標を設定していく,い わゆる問題解

決指向型カリキュラムで進めていく方法もあるわけで

す。 したがって,教 育者は,そ の両方を視野に入れな

がら,意 思決定された教育計画に沿って教育をしてい

く必要があります。看護は問題解決能力によって成り

立っていることから考えると,後 者を優先させた教育

をすべきなのかもしれません。

「進展する医療に対応するために」ということで,

改正カリキュラム (平成元年)で は,判 断力 ・応用力

および問題解決力を身に付けるような学習をすること

が望まれていますが, これらの能力は,医 療の進歩に

対応するというより,総 合看護の本質を貫 くために必

要なことだと思います。それに,大 学の設置基準改正

の骨子の一つにも注目すべきことがあります。それは,

大学において開設すべき科目を,従 来,一 般教育,外

国語,保 健体育,専 門教育という4つ のカテゴリーに

分け,具 体的に指示 していたのを中止し,そ れぞれの

大学,学 部,学 科の掲げる教育目標に応じて,そ れを

達成するのに必要な科目を開設してよいとしたことで

す。戦後GHQの 指導のもとに設定されていた科目区

分がとり払われたのです。一般教育科目と専門科目の

乖離が問題視されたわけです。いずれにしても,看 護

教育では,実 践する看護を構造化し,そ れをベースに

して教育を進めなければならないわけですから,一 例

ではありますが,先 に説明したような教育内容の構造

化が必要なのです。

その意味で,臨 床 (地域も含む)に おける看護実践

を中心として,学 習の過程を考えてみたいと思います。

先に挙げました看護行為の構造の実践部分に視点を

当てれば,基 本動作→看護技術→看護行為といった一

つの学習の流れを作ることができます。もちろん, こ

れらの行動には,当 然,そ れに関連するいわゆる知識

と態度などが要求されるのは言うまでもありません。

この3者 の関係は,看 護職者が身につけている必要の

ある,誰 にでも適用できる一つの看護としてのまとま

日本看護研究学会雑誌 Vol.16 No l 1993



りを持つ,「 看護技術」,す なわち 「全身清拭」 「皮

下注射」といった理論 ・経験を活用した看護実践のた

めの看護技術を中心として,「 基本動作」は,そ れを

構成する要素,す なわち,理 論的根拠を持った行動の

要素ないし看護技術を構成する要素で練習を必要とす

る行動の分節とも言えるものです。たとえば,ベ ッド

を作る場合に必要な基本動作としては, リネンの広げ

方, シーツの持ち方 ・引き方,コ ーナーの作り方といっ

たものになります。さらに, ここでいう 「看護行為」

は,前 述 した個別性や場の条件を考慮してクライエン

トないし患者に行なう看護としての表現技術を意味し

ます。

「基本動作」を組み立てて 「看護技術」を構成, さ

らにそれを対象に実践できるように必要な内容を組み

立てて,よ うやく看護が実践できるようになるわけで

すから, その過程には,創 造力,応 用力,判 断力,問

題解決力が必要になります。改正カリキュラムでは,

これらの能力を育成することが強調されていますが,

これらの能力を育成するには,何 らかの教育科目を単

独に設定してもその能力は補われるものではありませ

ん。なぜなら,創 造力,応 用力,判 断力,問 題解決力

などは,毎 日の学習過程で鍛練されていかなければ身

につくものではないからです。例えば,基 礎看護学で

は 「看護技術」の学習時に 「基本動作」を駆使して,

多くの 「看護技術」を考えていく過程の繰り返しで,

その有旨力を養うこともできますし, また,臨床実習で,

持ちあわせている 「看護技術」を 「看護行為」として

クライエントや患者に実践できるように考えていくプロ

セスにおいても,そ の能力を訓練する過程となります。

ある意味で,教 育方法ということになりますが, こ

のように看護実践に必要な内容を構造化 した場合の教

育の進め方は,先 に述べた 「基本動作」 「看護技術」,

「看護行為」の3者 のいずれからでも入ることができ

ますが,初 学者を対象とする場合は,一 つの看護とな

る 「看護技術」をイメージしながら 「基本動作」の抽

出あるいは組み立て方を学習し,必 要に応じて 「基本

動作」の部分練習をしながら,多 様な場面における

「看護技術」を身に付けていき,次 に,対 象の条件を

加えていくという方法で学習の過程を明確にすると,

学習を容易にすることにもつながります。この 「基本

動作」と 「看護技術」の関係を作ることは,わ ずかな

「基本動作」の学習で,多 くの 「看護技術」を身につ

けていく方法でもあるのです。

例えば,先 に挙げましたベッドメイキング時の基本

動作は,モ ーニングケア,イ ブニングケア,失 禁時あ

るいはその他のシーツ交換,術 後ベッドの準備といっ

た異なる看護場面において使用されます。 しかも, こ

れらの看護場面では,体 位変換技術 コミュニケーショ

ン技術などを加えて行うことになりますので, これら

に関する基本動作も関連させることになります。 「全

身清拭」では,拭 く動作,体 位変換技術,寝 衣交換技

術, コ ミュニケーション技術を組み合わせて実施する

ことになります。その他,患 者の訴え,症 状ないし異

常状態への対応,治 療,検 査,教 育 。相談などに関す

る看護技術においても,そ の構造は同じです。看護場

面はさまざまな 「基本動作」ないし 「看護技術」の組

み合わせで成り立っているものです。このような 「基

本動作」と 「看護技術」との関係は,比 較的容易に学

習できると思いますが,対 象の条件を加えていくのは

大変難しいと思います。

一般には,受 け持ちケースについて情報収集を行い,

その情報を分析し,看 護計画を立てて,そ の中で,必

要な看護行為を考えていくという方法をとっています

が, このようにケース全体を最初から考えて,当 面行

う看護行為に絞っていくより,初 学者においては,最

初に一つの 「看護技術」に対象の条件がどのように加

わっていくのか,そ の学習から入る方が容易だと思い

ます。では,当 面行う看護行為はどのようにして決め

ればよいのかということになりますが,そ れは,カ ー

デックスで,実 施内容の確認をするか,そ れができな

ければ,例 えば,ヘ ンダーソンの基本的看護の構成要

素と患者の状態とを照合し,当 面必要な内容を確認 し

て行動に入ることもできます。

個別性を考慮 した看護の成 り立ち

では,一 つの 「看護技術」にどのようにして対象の

条件を加わえていくのか,と いうことに話を戻しましょ

う。

例えば,図 2は,そ の一つの方法を示しているもの

ですが, この図は当面必要な 「看護技術」を中心に,

個別性を考慮した看護を実践するための思考過程を表

しているものです。一応矢印を付けていますが, この

過程は,同 時に思考されたり,順 序が逆になったりす

ることもあります。ここにお集まりの皆様でしたら,
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一瞬のうちに考えられることかもしれませんが,初 め

て学習する者には,ど のような知識を,い つ想起し,

どのように活用するのかということを明確にして,思

考過程を提えさせておかなければなりません。この点

を考慮に入れながら 「a」 から 「g」 までをみてみた

いと思います。

a

b

C

d

:成長発達段階を考慮して看護の方法を考える

:あらゆる場における看護の方法を考える

:個人の日常生活習慣を考慮して看護の方法を考える

:個人の健康状態をめぐる背景を考慮して看護の方法を考

える

:個人の自立状況を考慮して,実 際の援助の範囲を考える

:自立に向けて必要な援助内容の指導を考える

:家族にクライエント(患者)に 必要な援助の仕方と家族

全員の健康管理に関する指導を考える

図 2 看 護行為の成 り立ち (田島,1990)

1)「 看護技術」は看護職者が専門技術として誰に

でも使えるレベルで身につけている看護技術をい

い,次 の技術を包含する。① 日常生活の維持に必

要な看護技術 (身体 ・精神面,健 康の保持 ・増進

面を含む)② 特定の訴え,症 状に対する看護技術

③治療,処 置 ・検査時の援助技術④教育,相 談技

術。

2)実 際の看護は, eで 考えられた範囲とその方法

が中心となる。必要に応じて, f, gを 加える。

3)aと bは 「看護技術」の範囲として,一 般的な

内容をあらゆる年齢とあらゆる場を考慮して考え

るプロセスとなる。

4)a～ gま での過程には,経 過に即 した看護 ・継

続看護が関係 している。

中心の 「看護技術」には,図 2の注 1にあげている

身体面,精 神面,健 康の保持 ・増進面を含めた日常生

活の維持に必要な看護技術, これには人間の生から死

に至るまでの内容が含まれますが,そ れに,特 定の訴

え,症 状に対する看護技術,治 療 ・処置 ・検査時の看

護技術,教 育 。相談技術も加わります。これらに関す

る内容の中で当面実施する看護技術に,次 のようなこ

とを考慮していくのです。

a:発 達段階を考慮して看護の方法を考える

b:あ らゆる場における看護の方法を考える

Ci個 人の日常生活習慣を考慮して看護の方法を考

える

d:個 人の健康状態をめぐる背景を考慮 して看護の

方法を考える

e:個 人の自立状況を考慮して実際の援助の範囲を

考える

f:自 立に向けて必要な援助内容の指導を考える

g:家 族にクライエント (患者)に 必要な援助の方

法と家族全員の健康管理に関する指導を考える

といった内容を考慮して,個 人にあった看護の方法

を考えて行うことになりますが,実 際の援助は 「e」

の自立状況に応じて行うことになります。その際には,

必要に応じて,「 f」の自立に向けた指導と 「g」 の

家族への指導を加味して行うことになります。看護ケ

アで対象の自立状況を重視するのは,看 護が, 自立,

つまり,そ の程度はさまざまでも,家 庭 。社会におい

て生活できるように援助するものであるからです。

さらに, この自立状況を考慮すると言うことは,改

正カリキュラムで,経 過別看護や継続看護を問題にし

ていますが,看 護実践から考えれば, これらは一つ一

つの看護の中で自立状況を考慮すればよいことで,特

別に経過別や継続看護があるわけではないことも説明

してくれます。

では, この 「a」から 「g」 までの過程で必要な内

容に視点を当ててみましょう。それぞれにおいて一般

論があり,個 別性があるということになりますので,

両者を比較しながら,思 考を進めることになります。

したがって臨床実習で, クライエントないし患者を対

象として看護を実践するには,学 校で学習した内容を

すべて活用しなければ, この 「a」から 「g」 までの

プロセスをたどれないということも意味しています。

たとえば,「 a」 の 「発達段階を考慮して看護の方

ｅ

ｆ

ｇ

看護基礎教育と臨床実習

注

　

　

注

1思考過fl(段

日本看護研究学会雑誌 Vol.16 No l 1993



法を考える」ということについては,ま ず,実 施する

看護技術と該当年齢との一般論における関係を考えま

す。つまり,年 齢の違いによる対応の仕方の違いを考

えるのです。次は,一 般的な年齢における対応の仕方

と該当者の特徴とを比較して看護上の考慮点を検討す

ることになります。さらに, それを実施過程にどのよ

うに組み入れるかを考えます。このうち,一 般論を考

える過程は臨床でなくてもできますが,対 象との関係

は臨床でなくてはできないことです。このように個別

の情報を具体的に考慮するには,一 つの看護ケアまで

具体化される必要があります。

もう1項 目考えてみましょう。 「b」 の 「あらゆる

場における看護の方法を考える」については,実 施す

る看護技術と該当する看護の場 (在宅,病 院,そ の他

関係施設など)と の一般論における関係,例 えば場の

設定の違い,使 用用具の違い,状 況判断の仕方,技 術

移転者があれば,そ の指導方法などを考えるのです。

それをもとに,該 当者の状況と比較し,実 施方法を検

討する。そして,検 討した方法を実施過程に組み入れ

るのです。このように検討 していきますと, まず該当

する内容の一般的方法を考え,そ れと個別の特徴とを

照合し,変 化させる必要があれば,そ れを実施過程の

なかに組み入れる方法を考え,変 化させる必要がなけ

れば一般的な方法をそのまま用いて実施すればよいと

いうことになります。

時間の関係で, これらの項目の具体化の仕方はこれ

までにとどめますが, このような過程を経てクライエ

ントないし患者の個別性に合った方法を考え,実 践す

るわけですが,そ こには臨床実習で強調している看護

過程が存在するのです。 「看護過程」というのは,適

切な個別の看護の方法を考えるための思考過程を指し

ていることでもありますので,要 は,学 生にその思考

過程をしっかり捉えさせればよいわけです。 したがっ

て,個 人にあった方法を考えるためのプロセスと,そ

れに基づいて実施した結果の評価の仕方およびその結

果の次の看護への生かし方を捉えさせればよいわけで

す。それには,ケ ース全体から捉えさせるより,当 面

実施する一つひとつの看護の過程を重視 し,既 に学ん

だどのような学習内容をいつ思い出し, どのように使

うのかということと結びつけながら学習させた方が分

かりやすいし,次 に同一内容を行う際の手がかりもつ

かめて,看 護の面白さを理解させることにつながるの

ではないかと思います。

看護の学習過程においては,対 象の個別性がしばし

ば強調されますが,必 ずしもその方法を十分指導して

いるとはいいがたい現実があることは,皆 様もご存じ

だと思います。その点に目をつけた一つの考え方です。

その一方でケースの全体像が分からなくては困ると

いう心配もあるかと思いますが,そ の点に関しては,

一つのケアの思考過程をある程度つかんできたら,一

日のサマリーを書かせるようにし, ケースの動きを最

小単位から捉えさせるような取り組みを加えていくの

です。 1日 ができれば3日 , 1週 間, 2週 間とその期

間を伸ばしていけば,一 定期間内の患者の変化を予測

できるようになります。このような学習過程を経た後

は,最 初からケース全体を問題にできるようになるだ

ろうと思います。実習の組み方にもよりますが, この

ようなケース全体からの取り組みは実習全期間の中期

以降から始めても遅くはないと思います。それに卒業

後も関心を持ち続けられるようにしなければならない

と思います。

看護は場に対応するものであり,計 画が立ってから

実施するというわけにはいかないことが多いのですか

ら,思 考の原点を,直 面している場の理解と,そ こで

行う一つひとつの看護に置き,そ の広がりにおいて,

さまざまな思考ができる専門職者を育成しなければな

らないと思います。もちろんその中には,地 域におけ

る看護につながる思考も含まれます。

これか らの臨床実習の取 り組み

臨床の場でどのような教育上の課題があるのか,臨

床指導に携わっていらっしゃる専任教員および臨床指

導者にお尋ねした結果がありますので,そ れを紹介し,

私達がどのようなことと取り組もうとしているかを見

てみたいと思います。

「実習配置 ・教育内容の組み立て方」と 「教育方法」

については,45.5%の 方がその必要性を感じ,次 いで,

「教育内容の精選の仕方」が約30%あ り,「 実習の時

期」 「記録の仕方」も15%を 上回る程度あります (表

2)。 これらは単に臨床実習だけではなく看護教育の

根幹にも触れることだと思います。このような内容に

関する問題意識があるということは,裏返 していえば,

これからの看護教育に多くの期待が持てるということ

だと思います。これらの取り組みは,環 境条件を考慮
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実習配置 ・教育内容の組み立て方

指導方法

教育内容の精選の仕方

実習の時期

記録の仕方

その他

表2 指 導者の臨床実収に関する検討事項

n=369(%)

ます。ケースにあった看護を行うことを強調 しても,

その方法を知らなければどうすることもできません。

看護教育における現状の問題を解決するための一つ

の方法として, 日頃考えていることをお話 しいたしま

したが, このような考え方をする者もいるということ

を,時 に思い出しながら,従 来行われてきた方法の良

い点は踏襲し,一 考を要すると思われることについて

は,勇 気をもって改善に取り組み,そ の結果の情報交

換を行いながら,看 護教育を更に発展させていくこと

の必要性を改めて強調 したいと思います。

看護基礎教育と臨床実習というテーマで,臨 床で行

う一つの看護の構造とその教授一学習過程を中心に述

べてまいりましたが,そ れは,臨 床で看護の成り立ち

を十分学習しておくと, どのような場においても看護

ができる素地が養われると思えるからです。私は実践

を通してそれを捉えさせることが看護基礎教育の意味

するところであり,ま た臨床実習を行う意義であると

現時点では考えております。
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しなければならないことですので,単 純にその方法の

提案はできませんが, これまで話してきた内容のまと

めの意味で,い くつかの教育上の視点を述べてみたい

と思います。

その視点としては,少 ない学習量で多様な看護を創

造する能力,実 践する看護を構造化する思考能力,看

護の基本動作を組み立てて看護を実践する能力,看 護

ケアの方法を多様に考える習慣,看 護チームの中での

動きを敏捷に捉える能力,医 療チームの中で看護の独

自性を発揮できる能力,な どがあげられますが,前 半

の3点 については, これまで述べてまいりました方法

でカバーできると思いますが,後 半の3点については,

これまでの臨床実習の進め方で少し発想を変えなけれ

ばならないと思います。

例えば,そ の指導方法の1つ として提案したいと思

いますのは,学 生をスタッフの看護チームにできるだ

け入れて,場 への対応力を学習しながら,学 校で学習

したさまざまな理論を確実に適用させる方法を取り入

れるのです。つまり, 1つ の実習グループを2つに分

け,一 方がチームの中で学習している間,他 方は臨床

指導者ないし専任教員によって,学 年ないし個人の能

力に応じて,個 別に看護技術を中心とした必要内容の

学習を確実に行うといった方法です。この方法を採れ

ば,個 別の看護を確実に学び,か つ一方では先輩ナー

スのケアの仕方や,チ ームのなかでの動き方を学習す

る機会を得ますので,看 護の方法に関する発想を広げ

ることにもなります。もちろん,個 別の指導時にも,

方法の多様性に関しては思考が広がるような指導をす

る必要があります。いま述べましたのはほんの一つの

方法ですから,他 にも色々な方法が考えられると思い
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